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序 

 

 排水設備については、法令に定めるほか富良野市においては、平成２年４月に「排水設備設計

施工基準」を定め運用しておりました。その後、技術的な検討の蓄積、社会情勢の変化、新しい

工法・資材の採用などにより、同施工基準の改正の必要性が生じたため、ここに改正します。 
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                                平成２７年４月改定 
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